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政策評価・施策評価の見直しについて 
 
１ 見直しの経緯 
 

本県の政策評価・施策評価は，「行政活動の評価に関する条例」に基づき実施しており，

平成２２年度の評価は，県長期総合計画である「宮城の将来ビジョン」及び「宮城の将

来ビジョン第１期行動計画」の体系に基づいて，平成２１年度実施事業を対象に行った。 
平成２３年度は，東日本大震災の発生により政策評価・施策評価を「休止」したとこ

ろであるが，昨年１０月に宮城県震災復興計画を策定しており，また，「宮城の将来ビジ

ョン」と「宮城県震災復興計画」を着実に実施し進行管理を行うため，現在，両計画の

実施計画を一つにした中期的な計画として，「宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画」

を策定中であることから，次年度以降は，これらの計画の体系に基づいて，政策評価・

施策評価を実施する予定である。 
政策評価・施策評価の再開にあたり，復興事業に注力しなければならない状況下にあ

ること，施策体系の変更に伴い評価対象が増加することを考慮し，評価事務の効率性や

わかりやすい評価プロセスの視点に立ち，評価手法の見直しを行うものである。 
 

（イメージ図）施策体系の変更 

 
 

（イメージ図）政策評価・施策評価の枠組みの変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮城の将来ビジョン(H19～H28)

宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画（復旧期：H23～H25）

宮城の将来ビジョン第1期行動計画(H19～H21)

宮城の将来ビジョン第2期行動計画(H22～H25)

宮城の将来ビジョン
(H19～H28)

宮城県震災復興計画(H23～H32)

両計画の実施計画を１つの計画として策定

次年度以降の施策体系
（評価の対象）

これまでの施策体系
（評価の対象）
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２ 見直し案の概要 

 
（１）政策評価・施策評価基本票の様式について 

・ 事業分析シートの作成省略 ⇒ 作業量等の省力化 

・ 基本票のレイアウト変更 ⇒ わかりやすさの向上 

 

（２）評価書（「成果と評価」）の様式について 

・ 報告資料のレイアウト変更 ⇒ わかりやすさの向上 

 

（３）政策評価部会・分科会の審議の進め方について 

・ 現分科会体制の継続 ⇒ 円滑な審議の確保 

・ 審議項目の事前抽出や質疑事項の事前提出 ⇒ 審議の効率化 

・ 書面審議の補完的な導入 ⇒ 評価の実効性の確保 

 

（参考）評価の主な流れ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 評価対象年度の状況の把握 

評価に当たり，評価に用いるデータとして，評価対象年度の事業の実施状況，目標指標等の

達成状況，施策に関する県民の満足度，重視度等（県民意識調査結果）を把握します。 
条例第７条・施行規則第７条

(2) 政策評価・施策評価基本票（県の評価原案）の作成・公表 

県の自己評価原案である基本票を作成し，政策・財政会議で決定した後，公表します。 
条例第７条・施行規則第７条

(4) 評価書（県の最終評価結果）の作成・公表・議会報告 

上記委員会等の意見に対する県の対応方針と，それを踏まえた最終的な評価結果を記載した

「評価書」を作成し，政策・財政会議で決定した後，公表するとともに，県議会に報告します。

なお，平成２０年度から，「県政の成果」と統合し，「宮城の将来ビジョン 成果と評価」

として作成し，公表しています。                  条例第 10 条・第 12 条

(5) 評価結果の反映状況を説明する書面の作成・公表・議会報告 

評価結果については，次年度の政策，施策及び事業に関する企画立案や予算編成並びに組織

運営方針を決定する際の情報として活用し，適切に反映させることとしています。 

反映状況については，説明書面を作成し，公表するとともに，県議会に報告します。 
条例第 11 条・第 12 条

(3) 宮城県行政評価委員会・県民の意見の聴取 

県の自己評価の客観性を確保するとともに，評価過程の透明性を高めるため，基

本票（評価原案）について，第三者の有識者等で構成される宮城県行政評価委員会

や県民の意見を聴き，その意見を評価結果に適切に反映させることとしています。

 宮城県行政評価委員会では，県の評価原案の妥当性を審議するため， 

政策評価部会・分科会が開催されます。 

県民の意見については，取りまとめた書面及び反映状況を説明する書面を作成

し，公表します。                     条例第８条・第９条

様式の見直し（一部省略）

様式の変更 

進め方の見直し 

様式の変更 


